
 

 

 

令和６年度指定障害福祉サービス事業者等指導実施方針 

 

 

那覇市指定障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱（以下「要綱」という。）

第４条第２項の規定に基づき、令和６年度指定障害福祉サービス事業者等指導実施

方針を定める。 

 

＜指導方針＞ 

指導は次の方針に留意して要綱に基づき実施する。 

(1) 指導は、単に問題点の抽出を行うものではなく、指定障害福祉サービス事

業者等の組織、業務、運営方針等を把握し、問題点の所在及び発生原因を明

らかにした上で、その改善方策及び運営水準の向上のための具体的な指導を

行うことにより、当該指定障害福祉サービス事業者等の行う支援内容の向上

を図る。 

(2)  指導の実施に当たっては、指定障害福祉サービス事業者等の運営状況等を

あらかじめ把握するため、過去の指導結果、事前資料等を活用して、検討分

析を行う。 

(3)  指導への理解と協力が得られるように、指定障害福祉サービス事業者等の

関係者に対して、あらかじめその趣旨について説明を行う。 

(4) 運営指導の際に行う面談は、指定障害福祉サービス事業者等の責任者のみ

ならず、直接の業務担当者からも行うなど十分な情報収集に努める。 

(5) 市は、指導結果の通知及び改善報告書の内容について、その指定障害福祉

サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村への情報提供を行うとと

もに、出来る限り利用者保護の観点から開示を行う。 

  (6) 令和６年度においては、次の項目に重点をおいて指導を行う。 

   (ア) 基準の人員配置に関すること 

   (イ) 給付費の請求に関すること 

   (ウ) 個別支援計画の内容及び提供する支援に関すること 

   (エ) その他、国からの指示等に関すること。 

 

＜集団指導＞ 

対象事業所   ： 要綱別表１の選定基準に基づく那覇市所管の全ての事業所 

実施時期    ： 令和７年１月頃予定 

          ※その他必要に応じて随時実施を検討 

留意事項    ： 沖縄県との共同開催も検討する。 

 

 

 



＜運営指導＞ 

対象事業所   ： 要綱別表１の選定基準に基づき選定した事業所 

実施回数及び時期： 選定事業所毎 1回、令和６年４月～令和７年３月 

留意事項    ： 運営指導通知は指導を行う日の原則 30日前に通知する。 

          また、要綱第７条により、質問等事務の一部を指定市町村

事務受託法人に委託するものとする。 

 

（指導） 

第４条 指導は、指定障害福祉サービス事業者等に対し、基準等に定めるサービス

内容及び自立支援給付に係る費用等の請求等に関する事項の周知を徹底するとと

もに改善の必要があると認められる事項への適切な助言及び指導を行うことを主

眼として実施する。 

２ 指導の計画は、毎年度当初に福祉部長が定める指導方針を踏まえ、指定障福祉

サービス事業者等の状況を把握の上、効率的な指導が行われるよう実施機関にお

いて策定する。 

３ 指導の形態は、集団指導及び運営指導とする。 

４ 重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、別表１の選定基

準に基づいて対象の選定を行う。 

５ 指導の実施に当たっては、指定障害福祉サービス事業者等から指導に必要とな

る書類（調査書）等の提出を求めることができる。  

 

（事務の委託） 

第７条 指導及び監査について、法第 11 条の２及び児童福祉法第 57 条の３の

４の規定による指定事務受託法人に、事務の一部を委託することができるも

のとする。 

 

別表１（要綱第４条第４項関係） 

指導の選定基準（指導形態別） 

指導の形態 選 定 基 準 

集団指導 全ての指定障害福祉サービス事業者等 

運営指導 

１ 前年度に事業を開始した指定障害福祉サービス事業者等  

２ 前回運営指導より３年を経過する指定障害福祉サービス事業者等  

３ 過去の指摘事項改善状況確認が必要な指定障害福祉サービス事業者等 

４ その他運営指導を行うことが適当と認められる指定障害福祉サービス

事業者等 

 


